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上益城地域の令和７年度進捗について

【共通項目・地域項目】
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（１）医療機能の適
切な分化と連携

・ 限られた医療資源を有効に活用し、住民に安定的
かつ持続的な医療を提供できる体制の確保に向けて、
関係機関等との連携のもと医療機能の分化･連携に取
り組むとともに、地域包括ケアシステムを推進しま
す。
・ 熊本・上益城地域医療構想調整会議において病床
機能の分化・連携に係る医療機関の役割の明確化や機
能転換等に関して協議します。
・ くまもとメディカルネットワークの普及啓発を行
い、医療機関や介護施設等をネットワークで結び、医
療や介護連携サービスに活かせるよう働きかける等、
在宅医療を担う医療機関や介護施設等が円滑に連携で
きるように支援します。
・ 効果的で質の高い医療提供体制に向けて、医療機
器の共同利用等を推進します。
・ 医療機関や薬局のかかりつけ機能強化と相互連携
を進めるとともに、住民への周知・啓発を行います。

【R6年度】
①熊本・上益城地域医療構想調整会議において、医療機関の役割分担
　や連携強化について協議する。
②医療機関や薬局のかかりつけ機能強化と相互連携を図る。
　住民への周知・啓発を行う。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①熊本・上益城地域医療構想調整会議において、医療機関の役割分担
　や連携強化について協議する。
②医療機関や薬局のかかりつけ機能強化と相互連携を図る。
　住民への周知・啓発を行う。

【R6年度】
①②熊本・上益城地域医療構想調整会議を開催（7月29日、R7年2月17日）
　・医療機関の役割分担の促進や医療機関間の連携強化に向けた協議を実
　　施。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①②熊本・上益城地域医療構想調整会議を開催（7月29日、R8年2月予定）
　・医療機関の役割分担の促進や医療機関間の連携強化に向けた協議を実
　　施。

  ★次年度から在宅医療について検討した内容を本会議で報告・検討
　　が必要。

【R8年度取組案】
①熊本・上益城地域医療構想調整会議において、在宅医療に関する地域課
　題についても情報共有し、一層の医療機関の役割分担や連携強化につい
　て協議する。

　

【令和７年度】

項　目 取組の方向性
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

項目に関する取組内容

〈共通項目〉

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
成果及び課題、次年度以降の取組（案）

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①熊本・上益城地域医療構想調整会議において、紹介受診重点医療機
　関について協議する。
②新規開業者に対して、地域で不足する外来医療機能に協力を依頼
　（意向確認）する。

【R6年度】
①熊本・上益城地域医療構想調整会議を開催（7月29日、R7年2月17日）
　・医療機関の役割分担の促進や医療機関間の連携強化に向け
　　た協議、紹介受診重点医療機関についての協議を実施。
②新規開業者に対する、外来医療機能に関する意向確認を実施。
　・新規開業した全ての医療機関から協力を得た。（4件）

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①熊本・上益城地域医療構想調整会議を開催（7月29日、R8年2月予定）
　・医療機関の役割分担の促進や医療機関間の連携強化に向け
　　た協議、紹介受診重点医療機関についての協議を実施。
②新規開業者に対する、外来医療機能に関する意向確認を実施。
　・新規開業した全ての医療機関から協力を得た。（2件）

【R8年度取組案】
①医療機関の役割分担の促進や医療機関間の連携強化に向けた協議を行
　う。
②新規開業者に対する外来医療機能に関する意向確認を継続実施する。

（２）外来医療機能
に係る医療機能体制
の確保

・ 医療機関における外来機能の分化・連携を推進す
るとともに、初期救急や在宅医療等の体制を担う地域
に必要な外来機能の維持・確保を図ります。
・ 外来機能報告の必要性を各医療機関に周知・徹底
し、着実に報告がなされるようにするとともに、地域
において不足する医療などの分析を進め、熊本・上益
城地域医療構想調整会議等で情報共有を行います。
・ 地域で選定された紹介受診重点医療機関の周知と
ともに、地域における役割分担と連携を更に進めま
す。
・ 新規に開業する医師に対して、開業届出の際、地
域で不足する医療機能を担う意向を確認し、協力を求
めていきます。

【R6年度】
①熊本・上益城地域医療構想調整会議において、紹介受診重点医療機
　関について協議する。
②新規開業者に対して、地域で不足する外来医療機能に協力を依頼
　（意向確認）する。

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (共通項目）成果等一覧表
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【令和７年度】

〈共通項目〉

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (共通項目）成果等一覧表

（３）在宅医療

・ 地域包括ケアシステムや重層的支援体制構築を推
進し、在宅生活を希望する住民が住み慣れた地域で安
心して必要な医療や介護を受けられるよう、多職種や
関係機関と連携による在宅医療・介護等が適切に提供
される体制の整備を図ります。
・ 熊本市の在宅医療や救急医療、介護関係者等で構
成される関係者会議及び上益城在宅医療連携体制検討
地域会議等の開催により、現状把握及び支援策の検討
を行い、在宅医療提供体制の確保・充実に取り組みま
す。
・ 熊本市及び上益城地域在宅医療サポートセンター
と連携し、今後、ますます需要が増加すると見込まれ
る訪問診療や看取り等の医療提供体制の確保、医療・
介護従事者及びその家族等への在宅医療と介護連携、
ＡＣＰ等の普及啓発を強化します。
・ 在宅医療に求められる機能である「入退院支援」
「日常の療養支援」「急変時の対応」「看取り」につ
いて、関係する各専門職種による多職種連携を強化す
るとともに、ＩＣＴの利用促進により、対応の充実を
図ります。
・ 研修等を通して入院医療機関と在宅医療に係る機
関との協働を推進し、退院支援等のフォロー体制の整
備に取り組みます。

【R6年度】
①上益城在宅医療連携体制地域会議や医療・介護関係者を対象とした
　研修会、地域住民を対象とした町民公開講座を開催し、上益城地域
　の実情に応じた在宅医療提供体制の充実強化を図る。
②上益城版エンディングノートを作成し、ＡＣＰ（※）の普及啓発す
　る。

（※）ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニング

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①上益城在宅医療連携体制地域会議や医療・介護関係者を対象とした
　研修会、地域住民を対象とした町民公開講座を開し、上益城地域の
　実情に応じた在宅医療提供体制の充実強化を図る。
②上益城版エンディングノートを用いて地域住民へのＡＣＰの普及啓
　発を行う。
③上益城在宅医療連携体制地域会議を開催し、在宅医療を推進するう
　えでの地域課題等について、現状把握及び対応策を検討する。

【R6年度】
①上益城在宅医療連携体制地域会議を開催（7月1日）
　・入退院支援や日常の療養支援等の地域課題について、現状把握及び対
　　応策を検討。
①上益城地域在宅医療サポートセンターや管内５町と連携し、研修会開催
　（年5回）。
①町民公開講座を開催（R7年2月4日)
　・約85人参加
②ＡＣＰの普及啓発を図るため、上益城版エンディングノートを作成。
　（R7年3月）

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①上益城地域在宅医療サポートセンターや管内町と連携し、研修会を開催
（年5回）。
①地域住民を対象とした町民公開講座を開催（10月11日）
　・約500人参加
②上益城版エンディングノートを活用し、各町研修会や講座等において普
　及啓発を実施。
③上益城在宅医療連携体制地域会議を開催（R8年2月予定）
　・在宅医療を推進するうえでの地域課題等について現状把握及び対応
　　策、住民への更なる普及啓発について検討予定。

　★在宅医療を推進するため、関係機関の連携が重要。国の地域医療構想
　　の方向性を踏まえ、在宅医療連携体制検討地域会議の開催にあたり、
　　地域医療構想調整会議との連動が必要。

【R8年度取組案】
①管内５町の医療・介護関係者を対象とした研修会（年５回）
　及び地域住民を対象とした町民公開講座を開催する。
②地域住民への在宅医療に係る普及啓発を継続する。
③上益城在宅医療連携体制地域会議を開催し、在宅医療を推進するうえで
　の地域課題等について、現状把握及び対応策の検討を継続する。

項　目 取組の方向性
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

項目に関する取組内容
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

成果及び課題、次年度以降の取組（案）
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【令和７年度】

〈共通項目〉

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (共通項目）成果等一覧表

（４）救急医療

・ 救急医療に関する住民の理解を深め、住民が症状
の程度や状況に応じて必要な医療サービスを受けられ
るよう、初期救急医療体制の維持・確保を図るととも
に、適切な機能・役割分担に基づく二次救急・三次救
急との連携体制を推進します。
・ 熊本中央救急医療専門部会等を通して、熊本・上
益城地域の消防機関等の関係者と課題の共有及び連携
体制の強化を図ります。
・ 救急車の適正利用に関する理解を深めるために、
住民への適切な医療機関の受診や電話相談窓口等につ
いて啓発します。

【R6年度】
①熊本中央救急医療圏救急医療専門部会において、救急医療体制の確
　保、関係機関の連携強化を図る。
②救急安心センター事業等について県民への啓発活動を行う。
③山都救急医療圏救急医療専門部会において、救急告示医療機関を更
　新する。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①熊本中央救急医療圏救急医療専門部会において、救急医療体制の確
　保、関係機関の連携強化を図る。
②救急安心センター事業等について県民への啓発活動を行う。
③山都救急医療圏救急医療専門部会の委員改選を行う。

【R6年度】
①熊本中央救急医療圏救急医療専門部会を開催（8月1日、R7年1月29日）
　・救急告示医療機関の状況確認や働き方改革による救急医療体制の影響
　　等について情報を共有。
②救急車の適正利用について、管内各町及び医療機関あてに周知。
③山都救急医療圏救急医療専門部会（8月1日）開催。
　・救急告示医療機関の更新に係る審議。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①熊本中央救急医療圏救急医療専門部会（R7年8月（書面）、R8年2月予
　定）を開催
　・救急告示医療機関の状況確認や働き方改革による救急医療体制の影響
　　等について情報を共有。
②救急車の適正利用について、管内各町及び医療機関あてに周知。
③山都救急医療圏救急医療専門部会の委員改選を実施（2年毎）
　・必要時に検討する体制を整備し、連携体制を確認。

【R8年度取組案】
①熊本中央救急医療圏救急医療専門部会及び山都救急医療圏救急医療専門
　部会を開催（時期未定）する。
②救急車の適正利用について、引き続き県民への啓発活動を実施する。
※必要に応じて専門部会を開催する予定。

項　目 取組の方向性
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

項目に関する取組内容
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

成果及び課題、次年度以降の取組（案）
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【令和７年度】

〈共通項目〉

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (共通項目）成果等一覧表

（５）災害医療

・ 災害拠点病院や関係機関、関係団体等との連携を
強化するとともに、災害時を想定した体制の整備や住
民等への啓発に取り組むなど、大規模災害等にも対応
できる災害医療提供体制の整備を図ります。
・ 平成28 年熊本地震の経験を踏まえ、平時から「熊
本市救急災害医療協議会」、「上益城地域災害保健医
療福祉対策会議」を開催し、医療機関や関係部署、関
係機関との情報共有及び連携体制の強化を図ります。
・ 災害時に迅速に医療機関の情報を収集するため、
引き続きＥＭＩＳ登録を進めるとともに、研修会等を
実施します。
・ 発災直後から切れ目なく医療を提供できるよう医
療機関へＢＣＰ作成を促します。
・ 要医療援護者（人工呼吸器装着者等）の支援体制
の整備を進め、平時から関係機関との情報共有に取り
組み、災害時の確実な安否確認につなげます。

【R6年度】
①平時から医療機関や関係部署、関係機関との情報共有及び連携強化
　の体制整備を図る。
　・上益城地域災害保健医療福祉対策会の開催する。
　・上益城地域災害医療サポートチーム員名簿の更新する。
②災害時の医療機関の情報の収集システムＥＭＩＳ（※）の登録の推
　進を図る。
③保健所の災害対応力の強化を図る。

※ＥＭＩＳ：広域災害・救急医療情報システム

【R6年度】
①上益城地域災害保健医療福祉対策会議を開催（8月5日）
　・模擬会議等を実施。
　・関係者46名参加。
　・7月1日で時点上益城地域災害医療サポートチーム員名簿を更新し会議
　　で共有。
②医療機関等を対象としたＥＭＩＳの入力研修会を開催（12月9日）
　・医療機関・行政から22名が参加。
　・新規で３有床診療所が登録

　★次年度から新ＥＭＩＳとなるため研修の方法等検討が必要。

③県の参集訓練に合わせて初動対応訓練を実施（4月22日）
　・30名参加
　・アクションカードの見直し及び様式等を追加。
　・民間企業協力し、保健所運営災害対応ゲーム（KIZUKI）を作成。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①上益城地域災害保健医療福祉対策会議を開催（8月6日）
　・発災時を想定してオンライン併用で開催
　・関係者38名が参加。
　・各関係機関の平時の体制整備について見える化し共有。
　・7月1日で時点上益城地域災害医療サポートチーム員名簿を更新し共
　有。
　★オンライン併用での開催で、より災害時を想定した開催となったが、
　　音声等の通信環境の不具合もあったため、発災時スムーズに開催でき
　　る体制の確認が必要。

②医療機関等を対象にＥＭＩＳ入力研修を実施（6月30日）
　・医療機関・行政から29名参加
　・新ＥＭＩＳとなったため、熊本大学災害医療教育研究センターに講師
　　を依頼し、オンライン併用で開催しログイン方法等の確認を実施。
③8月の豪雨災害を受け、アクションカードの見直しを実施し改定予定。
③災害対応に係る保健福祉環境部内研修会を開催　（10月9日）
　・部局併せて22名参加
　・保健所運営災害対応ゲームを通して、災害時の保健所の対応について
　　部内で共有した。

　★保健所運営災害対応ゲームのを通して業務について理解できる一方
　　で、対応まで理解できるような工夫や活用方法の検討が必要。

【R8年度取組案】
①平時から医療機関や関係部署、関係機関との情報共有及び連携強化の体
　制を図る。
②災害時の医療機関の情報の収集システムＥＭＩＳの登録推進及び新たな
　新ＥＭＩＳの操作を確認する。
③保健所の災害対応力の強化を図る。
④保健医療福祉の連携強化を図る。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①平時から医療機関や関係部署、関係機関との情報共有及び連携強化
　の体制を図る。
　・上益城地域災害保健医療福祉対策会の開催する。
　・上益城地域災害医療サポートチーム員名簿の更新する。
②災害時の医療機関の情報の収集システムＥＭＩＳの登録推進及び新
　たな新ＥＭＩＳの操作を確認し、発災時すぐに対応ができるよう体
　制を整備する。
③保健所の災害対応力の強化を図る。

項　目 取組の方向性
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

項目に関する取組内容
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

成果及び課題、次年度以降の取組（案）
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【令和７年度】

〈共通項目〉

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (共通項目）成果等一覧表

（６）新興感染症発
生・まん延時におけ
る医療

・ 新型コロナウイルス感染症への対策及び対応の検
証を踏まえ、関係機関と会議等を通じて、平時から
県・地域医療関係者等と連携し、新興感染症等の発生
及びまん延時に迅速かつ適切に対応できる地域の医療
提供体制の整備を図ります。また、平時から関係者の
役割の確認や、新興感染症発生時の連携体制強化及び
関係者の対応力向上に取り組みます。
・ 新型コロナウイルス感染症の経験等を踏まえ、医
療提供体制の確保に向けた健康危機対処計画を策定
し、新興感染症発生時の体制を強化します。
・ 新興感染症発生時は、発生動向や感染予防対策等
について、住民及び関係機関へ正しい情報の提供を行
います。

【R6年度】
①保健所における健康危機対処計画を策定し、新興感染症の発生に備
　えた保健所における支援体制の強化を図る。
②医療機関や消防機関等の関係機関とともに一類感染症患者対応訓練
　を実施し、連携体制の強化を図る。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①健康危機対処計画に基づき、新興感染症の発生に備えた保健所にお
　ける支援体制の強化を図る。
②医療機関や消防機関等の関係機関とともに一類感染症患者対応訓練
　を実施し、連携体制の強化を図る。

【R6年度】
①救急医療圏救急医療専門部会を開催（9月12日）
　・健康危機対処計画について説明、意見照会を実施。
　※御船保健所における健康危機対処計画（感染症編）を策定。
　（R7.2月）
②一類感染症患者対応訓練を実施（令和7年1月24日）
　・防護服の着脱演習や意見交換を実施
　・消防機関、熊本市民病院、検疫所等から36名参加。
　※阿蘇保健所と合同で実施
　
　★関係機関の役割を明確にしたうえで訓練を継続する必要がある。

【R7年度】（R7.11.30時点で記載）
①②一類感染症患者対応訓練を実施（10月22日）
　・防護服の着脱演習や搬送訓練を実施
　・消防機関、熊本市民病院、検疫所等から41名参加。
　※阿蘇保健所と合同で実施
　
　★関係機関の役割の明確化及び、搬送後の対応についても確認・共有を
　　行い、更なる連携体制の強化が必要。

【R8年度取組案】
①新興感染症発生に備えて、保健所の支援体制の強化を図る。
②一類感染症発生に備えた関係機関との役割や搬送後の確認を
　含めた連携体制の強化を図る。

項　目 取組の方向性
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

項目に関する取組内容
＜令和７年度（令和６年度含む）＞

成果及び課題、次年度以降の取組（案）
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項　目 取組の方向性

　

【令和７年度】

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
項目に関する取組内容

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
成果及び課題、次年度以降の取組（案）

〈上益城地域〉

（１）より良い生活
習慣の形成、生活習
慣の改善

・ 各町や関係機関と連携し、特定健康診査の実施率
向上や保健指導の充実を図ります。
・ 自然に健康になれる食環境を整備するために、食
品関連事業者や飲食店、スーパー等と連携し、地域住
民が適切な食生活を実践できる環境整備を図るととも
に、適切な食生活に関する普及啓発を行います。
・ 地域住民が適切な運動習慣を身に付けられるよ
う、各町にアプリの導入等について働きかけを行いま
す。
・ 事業所や関係団体等と連携し事業所における健康
経営等の取組を促進するとともに、職域分野における
健康教育の充実のための支援を行います。
・ 糖尿病に関わる保健医療関係者が、軽症のうちか
ら連携しながら地域住民を支援することができるよう
保健医療連携の体制強化を図ります。
・ むし歯予防や歯肉炎予防に取り組む関係団体を支
援し、地域内の歯科保健の推進に取り組みます。

【R6年度取組内容】
①栄養・食生活関連施策を保健所及び町の連携強化のもと円滑に推進
 する。
②健康食生活・食育の推進を図る。
　・上益城地域健康食生活・食育検討会の開催
　・上益城地域行政栄養士研修会の開催
③糖尿病対策を推進するため、上益城地域の保健医療連携体制整備を
  図る。
　・上益城地域糖尿病保健医療連絡会議及び上益城圏域地域・職域連
    携推進協議会の開催
　・関係機関連絡先一覧の更新
④上益城地域歯科保健連絡会及び幹事会（乳幼児期・学齢期対策部
  会、成年期・高齢期対策部会）において、フッ化物洗口の推進、む
  し歯・歯肉炎予防、歯周病検診、在宅療養者の口腔状態スクリーニ
  ング等の推進について検討。

【R7年度取組内容】（R7.11.30時点で記載）
①栄養・食生活関連施策を保健所及び町の連携強化のもと円滑に推進
  する。
②健康食生活・食育の推進を図る。
　・食生活改善推進員リーダー研修会の開催
　・上益城地域健康食生活・食育推進検討会の開催
　・上益城地域行政栄養士研修会の開催
③地域住民が、自然に健康になれる食環境を整備する。
　・くま食健康マイスター店の指定拡大
　・地域住民への意識啓発活動
　・上益城地域特定給食施設等研修会

【R6年度成果及び課題】
①栄養・食生活担当者会議を開催（7月4日）
  ・8人が出席
　・町と連携した施策の推進について意見交換等を実施。
②上益城地域の子どもの食育推進に向けた上益城地域健康食活・食育推進
  検討会を開催（R7年2月10日）
　・16団体が出席。
　・地域計画で取組の方向性を確認。
②管内行政栄養士研修会を2回実施（10月28日、12月9日）
　・延べ11人が出席。
　・乳幼児健診事業の効果的な実施や災害時体制の強化に向けた意見交換
    を実施。
③上益城地域糖尿病保健医療連絡会議及び上益城圏域地域・職域連携推進
　協議会を開催（R7年3月10日）
　・25人が出席。
　・若い頃からの健康づくり、糖尿病対策等について意見交換を実施。

　★次年度から糖尿病専門医が不在となり、更なる連携体制の構築が必
      要。

④上益城地域歯科保健連絡会を開催（R7年2月21日）
④幹事会(乳幼児期・学齢期対策部会）を開催（9月19日）
④幹事会（成年期・高齢期対策部会）を開催（R7年1月14日）
　・地域の現状や課題、関係機関の取組を共有し、意見交換を実施するこ
    とができた。
　・連絡会設置要項改正。

【R7年度成果及び課題】
①栄養・食生活担当者会議を開催（7月1日）
　・10人が出席。
　・町と連携した施策の推進について意見交換等を実施。
②地域における高齢者の低栄養予防活動の充実を図るため、食生活改善推
  進員リーダー研修会を開催（9月3日）
　・26人が参加。
②上益城地域の子どもの食育推進に向けた上益城地域健康食生活・食育推
  進検討会を開催予定。（R8年3月開催）
②管内行政栄養士研修会を3回実施
（11月25日、12月24日、R8年2月2日）
　・延べ30人が参加。
　・災害時対応力の向上及び効果的な栄養施策の実施に向けた事例検討を
    実施。
③くま食健康マイスター店の新規店舗が2店舗増加。
③「くまモリ野菜運動」として、野菜の日（8月31日）と愛菜の日（R8年
   1月31日）前後の期間で、スーパー・物産館延べ8店舗において野菜摂
   取量向上に向けた意識啓発を実施。
③給食施設の栄養管理の質の向上を目指し、上益城地域特定給食施設等研
  修会をR8年3月4日に開催予定。

　★今後は、更にスーパー等との連携を深め、関係者とともに地域住民へ
      の効果的なアプローチを検討するとともに、飲食店の環境整備として
      くま食健康マイスター店の指定拡大を図る必要がある。

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (上益城地域編）成果等一覧表
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項　目 取組の方向性

　

【令和７年度】

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
項目に関する取組内容

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
成果及び課題、次年度以降の取組（案）

〈上益城地域〉

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (上益城地域編）成果等一覧表

（１）より良い生活
習慣の形成、生活習
慣の改善

・ 各町や関係機関と連携し、特定健康診査の実施率
向上や保健指導の充実を図ります。
・ 自然に健康になれる食環境を整備するために、食
品関連事業者や飲食店、スーパー等と連携し、地域住
民が適切な食生活を実践できる環境整備を図るととも
に、適切な食生活に関する普及啓発を行います。
・ 地域住民が適切な運動習慣を身に付けられるよ
う、各町にアプリの導入等について働きかけを行いま
す。
・ 事業所や関係団体等と連携し事業所における健康
経営等の取組を促進するとともに、職域分野における
健康教育の充実のための支援を行います。
・ 糖尿病に関わる保健医療関係者が、軽症のうちか
ら連携しながら地域住民を支援することができるよう
保健医療連携の体制強化を図ります。
・ むし歯予防や歯肉炎予防に取り組む関係団体を支
援し、地域内の歯科保健の推進に取り組みます。

【R7年度取組内容】（R7.11.30時点で記載）
④働く世代の健康づくりの推進に向け、関係機関等と連携し、意識啓
  発及び地域全体の取組の充実を図る。
　・益城町商工会役員会での健康セミナーの実施
　・上益城圏域地域・職域連携推進協議会の開催
⑤糖尿病対策を推進するため、上益城地域の保健医療連携体制整備を
  図る。
　・上益城地域糖尿病保健医療連絡会議の開催
　・糖尿病対策関係者向けの研修会の開催
　・関係機関連絡先一覧の更新
⑥地域の保健・医療・福祉・教育等の関係機関との連携により、地域
  歯科保健の意識の向上と歯の健康づくりの推進を図る。
　・上益城地域歯科保健連絡会の開催
　・幹事会（乳幼児期・学齢期対策部会、成年期・高齢期対策部会）
   の開催

【R8年度取組案】
①栄養・食生活関連施策の推進に向け、保健所と町の連携強化を図る。
②健康食生活・食育の推進を図る。
③自然になれる食環境整備の取組を強化する。
④働く世代の健康づくりの推進に向け、関係機関等と連携した意識啓発及
  び地域全体の取組の充実を図る。
⑤糖尿病の保健医療連携体制の構築及び共通目標の明確化を図る。
⑥むし歯予防や歯肉炎予防に取り組む関係団体を支援し、地域内の歯科保
  健の推進を図る。

④関係機関（商工会、健康経営事業所等）ヒアリングを実施
④健康セミナーを実施（9月25日）
（関係機関（商工会、健康経営事業所等）にヒアリングを行いセミナー希
  望のあった益城町商工会に実施）
　・約15名が参加
④働く世代の健康づくりの取組充実に向け、より実態に即した取組検討を
  行うため、上益城圏域地域・職域連携推進協議会の構成団体を見直した
  上でR8年3月に協議会を開催予定。

　★事業所や関係団体等と連携し、事業所等のニーズ把握を行い、健康経
      営等や健康教育の充実のための取組を検討していく必要がある。

⑤上益城地域の取組の現状や課題を関係者で共有し、関係機関・団体の連
  携体制の充実を図ることを目的に上益城地域糖尿病保健医療連絡会議を
  実施（R8年1月21日）
　・20人が参加
⑤上益城地域における糖尿病保健医療対策の推進を図ることを目的に上益
  城圏域糖尿病研修会をR8年2月10日に開催予定。
⑤上益城地域における保健と医療の連携を円滑に行える環境を整備するこ
  とを目的に関係機関連絡先一覧の更新を年度末に実施予定。
⑥上益城地域歯科保健連絡会をR8年3月に開催予定。
⑥幹事会（乳幼児期・学齢期対策部会、成年期・高齢期対策部会）をR8年
  2月に開催予定。
　・乳幼児期・学齢期対策部会では、むし歯予防、歯肉炎予防のためフッ
    化物洗口の実施の促進や歯磨きの重要性の普及啓発の取組について、
　　検討していく。
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項　目 取組の方向性

　

【令和７年度】

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
項目に関する取組内容

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
成果及び課題、次年度以降の取組（案）

〈上益城地域〉

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (上益城地域編）成果等一覧表

【R6年度成果及び課題】
①医療法に基づく立入検査を実施。
　・へき地医療拠点病院によるへき地診療所への医師の派遣状況を確認。
②ICTを活用した遠隔診療（医療MaaS事業）の運営について地元自治体に
  助言を実施｡
　・円滑な遠隔診療の運営開始に向けての支援を実施。
　・遠隔診療の運営に係る産・官・民の相互連携に寄与。

【R7年度成果及び課題】
①医療法に基づく立入検査を実施。
　・へき地医療拠点病院によるへき地診療所への医師の派遣状況を確認。
②ICTを活用した遠隔診療（医療MaaS事業）の運を用いた巡回診療につい
  て助言・相談対応を実施。

【R8年度取組案】
①へき地診療所が安定的に運営できるよう現状と課題の把握を継続する。
②医師の確保や遠隔診療等について自治体のニーズ把握を継続していく。

（３）救急医療（山
都救急医療圏）

・ 関係機関とともに、重症度・緊急度に応じた適切
な救急医療体制を整備し、山都地域の救急医療体制を
維持していきます。
・ 山都救急医療圏救急医療専門部会等を通して、消
防機関や医療機関等の関係者と上益城地域における救
急医療の現状や課題の共有及び連携体制の構築を図り
ます。
・ 住民の救急車の適正利用に関する理解を深めると
ともに、地域の医療資源の活用を促すため、住民へ適
切な医療機関の受診や電話相談窓口等について啓発し
ます。

【R6年度取組内容】
①消防機関及び医療機関等の関係者が地域の現状や課題を共有し、連
  携体制の構築を図る。
②救急安心センター事業等について県民への啓発活動を行う。
③山都救急医療圏救急医療専門部会において、救急告示医療機関を更
　新する。

【R7年度取組内容】（R7.11.30時点で記載）
①消防機関及び医療機関等の関係者が地域の現状や課題を共有し、連
  携体制の構築を図る。
②救急安心センター事業等について県民への啓発活動を行う。
③山都救急医療圏救急医療専門部会の委員改選を行う。

【R6年度成果及び課題】
①②救急車の適正利用について、管内各町及び医療機関あてに周知。
③山都救急医療圏救急医療専門部会を開催。（8月1日）
　・救急告示医療機関の更新に係る審議。
　・救急告示医療機関の状況確認や働き方改革による救急医療体制の影響
　　等について情報を共有。

【R7年度成果及び課題】
①②救急車の適正利用について、管内各町及び医療機関あてに周知。
②山都救急医療圏救急医療専門部会の委員改選を実施（2年毎）
　・必要時に検討する体制を整備し、連携体制を確認。

【R8年度取組案】
①山都救急医療圏救急医療専門部会を開催（時期未定）する。
②救急車の適正利用について、引き続き県民への啓発活動を実施する。
※必要に応じて専門部会を開催する。

（２）へき地医療

・ へき地医療拠点病院によるへき地診療所への医師
の派遣等を通じて、へき地診療所が安定的に運営でき
るよう、地元自治体と協力しながら支援します。
・ ＩＣＴを活用した遠隔診療について、医療機関や
住民の理解を促進し、必要に応じて地元自治体と協力
して支援を行っていきます。
・ 自治体ニーズを把握しながら、医師の人材確保や
環境改善に向けて、県の施策に沿って支援を行いま
す。

【R6年度取組内容】
①へき地診療所が安定的に運営できるよう、現状・課題の把握をす
  る。
②医師の確保や遠隔診療等について、医療機関や地元自治体のニーズ
  に応じた支援を行う。

【R7年度取組内容】（R7.11.30時点で記載）
①へき地診療所が安定的に運営できるよう、現状・課題の把握をす
  る。
②医師の確保や遠隔診療等について、医療機関や地元自治体のニーズ
  に応じた支援を行う。
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項　目 取組の方向性

　

【令和７年度】

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
項目に関する取組内容

＜令和７年度（令和６年度含む）＞
成果及び課題、次年度以降の取組（案）

〈上益城地域〉

第８次熊本県保健医療計画/第８次熊本・上益城地域保健医療計画 (上益城地域編）成果等一覧表

（４）健康危機管理

・ 健康危機発生の未然防止に努め、発生後は健康危
機の拡大を防ぐために、平時から地域健康危機管理推
進会議等を通して関係機関との連携強化を図ります。
・ 健康危機の発生状況等に関する情報を関係機関と
共有するために、緊急連絡体制の整備を行い、健康危
機発生時に迅速に情報共有ができる体制を構築しま
す。
・ 訓練や研修会を実施し、健康危機に対する対応能
力の向上を図ります。また、感染症や食中毒等の発生
時は、迅速に疫学調査を実施し、まん延防止に取り組
みます。
・ 平時から感染症や食中毒の発生予防等について、
住民及び関係機関に対して情報提供を行います。

【R6年度取組内容】
①健康危機管理に係る局内の緊急連絡体制を構築し健康危機発生に備
  える。
②健康危機管理に係る部内研修会を開催し、対応力向上を図る。
③社会福祉施設等に対し、感染症や食中毒の発生予防に関する出前講
　座を実施する。
④本庁が主催する健康危機に関する各種研修会に参加する。

【R7年度取組内容】（R7.11.30時点で記載）
①健康危機管理に係る局内の緊急連絡体制を構築し健康危機発生に備
  える。
②健康危機管理に係る部内研修会を開催し、対応力向上を図る。
③社会福祉施設等に対し、感染症や食中毒の発生予防に関する出前講
　座を実施する。
④本庁が主催する健康危機に関する各種研修会に参加する。

【R6年度成果及び課題】
①年度初めに健康危機管理に係る局内の連絡体制を確認。
②健康危機に係る研修会を開催（4回）
③社会福祉施設の依頼により、職員向けに感染症等に関する出前
  講座を実施。（2回）
　・児童養護施設35人、保育所17人が参加
③食品営業者・給食施設等からの依頼により、食品衛生に関する出前講座
　を実施。（13回）
　・食品営業者612人、給食施設職員40人、消費者30人が参加。

　★一部の施設に対し、感染症について考えるきっかけとなった一方、要
      望のない施設への支援の在り方が今後の検討課題。

【R7年度成果及び課題】
①年度初めに健康危機管理に係る局内の連絡体制を確認。
②健康危機に係る研修会を開催（4回）
③社会福祉施設の依頼により、職員向けに感染症等に関する出前講座を実
　施。（2回）
　･児童養護施設40人、高齢者施設100人が参加
③食品事業者・給食施設等からの依頼により、食品衛生に関する出前講座
　を実施。（11回）
　・食品事業者530人、給食施設職員34人、消費者62人が参加。

　★昨年度に引き続き出前講座を希望する施設もあり、支援の必要性や優
　　先度の整理が課題である。

【R8年度取組案】
①健康危機管理に係る局内の緊急連絡体制を構築し、健康危機発生に備え
　る。
②引き続き健康危機管理に係る部内研修会を開催し、対応力向上を図る。
③引き続き社会福祉施設等に対する出前講座等を通じ、感染症や食中毒の
　未然防止を図るとともに、住民・関係機関へ情報提供を行う。
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